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要  約 
 
「GOOX-1 株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼ」について申請

者提出の資料を用いて食品健康影響評価を実施した。 
 
本添加物は、Aspergillus oryzae BB-56(pyrG-)株を宿主として、Acremonium 

chrysogenum NBRC30055 株由来のグルコースオキシダーゼ遺伝子を導入して

作製した GOOX-1 株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼである。本

添加物は、β-D-グルコースを D-グルコノ-1,5-ラクトンへ酸化するほか、マルト

ース、マルトオリゴ糖、ガラクトース等に作用する酵素であり、グルコン酸の製

造、乾燥卵白製造時の着色防止又は製パン時のグルテン形成を目的として使用

される。 
なお、本生産菌には、選択マーカーとして、A. oryzae 由来のオロチジン 5’-

リン酸デカルボキシラーゼ遺伝子が導入されている。 
 
「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」（平成

16 年 3 月 25 日食品安全委員会決定）に基づき、挿入遺伝子の安全性、挿入遺

伝子により発現するタンパク質の毒性及びアレルギー誘発性等について確認し

た結果、従来の添加物と比較して新たに安全性を損なうおそれのある要因は認

められなかった。 
 
したがって、「GOOX-1 株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼ」

については、ヒトの健康を損なうおそれはないと判断した。 
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Ⅰ．評価対象添加物の概要 
名 称：GOOX-1 株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼ 
用 途：グルコン酸の製造、乾燥卵白製造時の着色防止又は製パン時のグル

テン形成 
申請者：天野エンザイム株式会社 
開発者：天野エンザイム株式会社 
 
本 添 加 物は 、 Aspergillus oryzae BB-56(pyrG-) 株 を 宿 主 とし て 、

Acremonium chrysogenum NBRC30055 株由来のグルコースオキシダーゼ

（AchGOX）遺伝子を導入して作製した GOOX-1 株を利用して生産されたグ

ルコースオキシダーゼである。本添加物は、β-D-グルコースを D-グルコノ-
1,5-ラクトンへ酸化するほか、マルトース、マルトオリゴ糖、ガラクトース等

に作用する酵素であり、グルコン酸の製造、乾燥卵白製造時の着色防止又は製

パン時のグルテン形成を目的として使用される。 
なお、本生産菌には、選択マーカーとして、Aspergillus oryzae 由来のオロ

チジン-5’-リン酸デカルボキシラーゼ遺伝子が導入されている。 
 
Ⅱ．食品健康影響評価 
第１．安全性評価において比較対象として用いる添加物及び宿主等の性質並び

に遺伝子組換え添加物及び組換え体との相違 
１．従来の添加物の性質及び用途等に関する資料 
（１）名称、基原及び有効成分 

従来の添加物の名称、基原及び有効成分は、以下のとおりである。 
名  称：グルコースオキシダーゼ 
基  原：Aspergillus niger  
有効成分：グルコースオキシダーゼ 
IUB No. ：EC 1. 1. 3. 4 
CAS No. ：9001-37-0 

 
（２）製造方法 

グルコースオキシダーゼは、培養工程、ろ過等の製剤化工程を経て製造

される。生産菌はフィルタープレス及び精密ろ過により除去される。 
 
（３）用途及び使用形態 

グルコースオキシダーゼは、β-D-グルコースを D-グルコノ-1,5-ラクト

ンへ酸化する酵素であり、酸味料及び pH 調整剤として使用されるグルコ
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ン酸の製造や、乾燥卵白の製造時における脱グルコースによる着色防止を

目的として使用される。また、反応生成物の過酸化水素が酸化剤としてグ

ルテン S－S 結合の形成に寄与することを利用して、製パン時の改良剤と

して使用される。 
 

（４）摂取量 
グルコースオキシダーゼが、全てのグルコン酸、乾燥卵白及びパンの製

造において使用されると仮定した場合の最大一日摂取量は 0.0266 mg 
TOS (Total Organic Solids)/ kg 体重/日である（参照 1～5）。 

 
２．宿主及び導入 DNA  

（１）宿主の種名（学名）、株名等及び由来 
宿主は、A. oryzae BB-56(pyrG-)株である。A. oryzae BB-56(pyrG-)株

は、A. oryzae BB-56 株に突然変異誘導を行い、ウリジン要求性とした株

である。 
 
（２）DNA 供与体の種名、株名又は系統名等及び由来 

グルコースオキシダーゼ（ AchGOX ）遺伝子の供与体は Acr. 
chrysogenum NBRC30055 株、オロチジン-5’-リン酸デカルボキシラーゼ

（pyrG）遺伝子の供与体は A. oryzae KBN616 株である。 
 
（３）挿入 DNA の性質及び導入方法 

AchGOX 遺伝子は、グルコースオキシダーゼ（AcGO）をコードする。 
pyrG 遺伝子は、オロチジン 5’-リン酸デカルボキシラーゼをコードし、

選択マーカーとして用いた。 
AchGOX 遺伝子及び pyrG 遺伝子を含む遺伝子断片を、プロトプラスト

法により宿主ゲノムに導入した。 
 

３．宿主の添加物製造への利用経験又は食経験に関する資料 
A. oryzae は、長期にわたり食品や食品用酵素の製造に安全に使用されて

きた経験がある。日本においても、麹菌として味噌、醤油及び醸造酒などの

発酵食品の製造に広く用いられている（参照 6～8）。 
 

４．宿主の構成成分等に関する資料 
A. oryzae は、一般的には非病原性であるが、一部の A. oryzae が、 マイ

コトキシンである3-ニトロプロピオン酸、シクロピアゾン酸及びコウジ酸を
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低レベルだが産生するとの報告がある（参照 9～12）。 
 

５．遺伝子組換え添加物の性質及び用途等に関する資料 
（１）製品名及び有効成分 

本添加物の製品名及び有効成分は、以下のとおりである。 
製 品 名：AcGO 
有効成分：グルコースオキシダーゼ 
IUB No. ：EC 1. 1. 3. 4 
CAS No. ：9001-37-0 

 
（２）製造方法 

AcGO は、A. oryzae GOOX-1 株を生産菌として、培養、濃縮及びろ過

等の工程を経て製造される。生産菌は、加熱処理により不活化後、フィル

タープレス及び精密ろ過により分離除去される。また、フィルタープレス

後の脱塩濃縮液を pH 処理することにより、夾雑酵素を失活させている。 
 
（３）用途及び使用形態 

AcGO の用途及び使用形態は、従来のグルコースオキシダーゼと同様で

あり、グルコン酸の製造、乾燥卵白製造時の着色防止又は製パン時のグル

テン形成を目的として使用される。 
なお、AcGO はこれらの製造工程における加熱殺菌又は精製により失活

又は除去されることから、最終食品中に残存する可能性は低いと考えられ

る。 
 
（４）有効成分の性質及び従来の添加物との比較 

AcGOは従来のグルコースオキシダーゼと同じくβ-D-グルコースをD-
グルコノ-1,5-ラクトンへ酸化するほか、従来の GO と比べて広範囲の糖に

作用する酵素である（参照 13、14）。従来品と比較してアルカリ領域での

安定性が高く、高温領域での熱安定性が低い。 
 

６．安全性評価において検討が必要とされる遺伝子組換え添加物と従来の添

加物及び組換え体と宿主等の相違点 
（１）遺伝子組換え添加物と従来の添加物 

AcGO と従来のグルコースオキシダーゼとの相違点は、構造遺伝子の基

原及びアミノ酸配列が異なることにより、酵素活性の至適条件が異なる点

及び AcGO はグルコオキシダーゼに比べマルトース、マルトオリゴ糖、ガ
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ラクトース等の広範囲の糖に作用する点である。 
 

（２）組換え体と宿主 
GOOX-1 株と宿主との相違点は、GOOX-1 株には AchGOX 遺伝子及び

pyrG 遺伝子が導入され、AcGO を発現する点及びウリジン非要求性とな

っている点である。 
 

以上１～６から、本添加物及び本添加物の生産菌と比較対象となり得る従来

の添加物及び宿主があると判断し、第２以下の各事項について評価を行った。 
 
第２．宿主に関する事項 

１．分類学上の位置付け（種名（学名）・株名等）に関する事項 
宿主は、A. oryzae BB-56(pyrG-)株である。 
本株は、A. oryzae BB-56 株を紫外線照射による変異処理後、5-フルオロ

オロチン酸（5-FOA）耐性株を分離しウリジン要求性変異株を選抜すること

により得た（参照 15）。A. oryzae BB-56 株は、食品用酵素の生産菌として

利用されている。 
 

２．病原性及び有害生理活性物質等の生産に関する事項 
A. oryzae は食品中に常在し、国立感染症研究所病原体等安全管理規程に

おいて、バイオセーフティレベル（BSL）1 に相当する非病原性の微生物で

ある（参照 16）。 
一部の A. oryzae が、マイコトキシンであるシクロピアゾン酸、コウジ酸

及び3-ニトロプロピオン酸を低レベルであるが産生するとの報告がある（参

照 9～12）。しかしながら、これらのマイコトキシンの毒性は低～中程度で

あり、通常の酵素生産条件下でヒトの健康に重大な影響を及ぼすことは考え

にくい（参照 17）。 
Aspergillus 属が生産する酵素であるα-アミラーゼは、アレルゲンデータ

ベース aに収載されており、A. oryzae 由来のα-アミラーゼの吸入による感

作成立やアレルギー症状を惹起する可能性を示唆する報告がある（参照 18、
19）。しかしながら、A. oryzae BB-56 株は食品添加物の生産菌として長年

使用され、安全性に問題を生じる事例は報告されておらず、A. oryzae BB-
56(pyrG-)株においても、アレルギー誘発性を有する可能性は低いと考えら

れる。 
 
                                                   
a Allergen Database for Food Safety（ADFS、国立医薬品食品衛生研究所） 
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３．寄生性及び定着性に関する事項 
A. oryzae には、腸管内への寄生性や定着性は知られていない。 

 
４．病原性の外来因子(ウイルス等)に汚染されていないことに関する事項 

A. oryzae には、病原性の外来因子の存在を示唆する報告はない。 
 

５．宿主の近縁株の病原性及び有害生理活性物質の生産に関する事項 
A. oryzae の近縁種には、A. fumigatus、 A. flavus、A. sojae 及び A. 

parasiticus がある。このうち、A. flavus は、有害生理活性物質であるアフ

ラトキシンを産生することが知られている（参照 20）。なお、A. oryzae は、

アフラトキシン合成遺伝子クラスターの欠落及び変異により、アフラトキシ

ン非生産性であると報告されている（参照 21、22）。また、A. fumigatus
は、日和見感染により肺炎の原因菌となることが知られている。 

 
第３．ベクターに関する事項 

１．名称及び由来に関する事項 
AchGOX 遺伝子及び pyrG 遺伝子を含む挿入 DNA 断片の作製には、プラ

スミド pUC19 が用いられた。 
 

２．性質に関する事項 
（１）DNA の塩基数及びその塩基配列を示す事項 

プラスミド pUC19 の塩基数及び塩基配列は明らかとなっている（参照

23）。 
 

（２）制限酵素による切断地図に関する事項 
プラスミド pUC19 の制限酵素による切断地図は明らかとなっている。 

 
（３）既知の有害塩基配列を含まないことに関する事項 

プラスミド pUC19 の塩基配列は明らかとなっており、既知の有害塩基

配列は含まれていない。 
 

（４）薬剤耐性に関する事項 
プラスミド pUC19 には、アンピシリン耐性遺伝子が含まれている。 

 
（５）伝達性に関する事項 

プラスミド pUC19 には、伝達を可能とする塩基配列は含まれていない。 
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（６）宿主依存性に関する事項 
プラスミド pUC19 の複製開始配列は、E.coli で機能する。 

 
第４．挿入 DNA、遺伝子産物、並びに発現ベクターの構築に関する事項 

１．挿入 DNA の供与体に関する事項 

（１）名称、由来及び分類に関する事項 

AchGOX 遺伝子の供与体は、Acr. chrysogenum NBRC30055 株であり、

pyrG 遺伝子の供与体は、A. oryzae KBN616 株である。 
 
（２）安全性に関する事項 

AchGOX 遺伝子の供与体である Acr. chrysogenum NBRC30055 株は、

国立感染症研究所病原体等安全管理規程において BSL1 に相当し、ヒトに

対する病原性及び毒素産生性は知られていない。また、GILSP 遺伝子組換

え微生物として認定されている（参照 24、25）。 
pyrG 遺伝子の供与体である A. oryzae KBN616 株は、A. oryzae に属

し、国立感染症研究所病原体等安全管理規程において BSL1 に相当し、ヒ

トに対する病原性及び毒素産生性は知られていない（参照 24）。 
 

２．挿入 DNA 又は遺伝子（抗生物質耐性マーカーを含む。）及びその遺伝子産

物の性質に関する事項 

（１）挿入遺伝子のクローニング若しくは合成方法に関する事項 

AchGOX 遺伝子は、Acr. chrysogenum NBRC30055 株の遺伝子ライブ

ラリーよりグルコースオキシダーゼをコードする遺伝子の断片をプロー

ブとして単離し、塩基配列を決定した。Acr. chrysogenum NBRC30055 株

より RNA を抽出後、RT-PCR により AchGOX 遺伝子を得た（参照 26）。 
pyrG 遺伝子は、A. oryzae KBN616 株のゲノム DNA を鋳型として、

PCR により得た。 
 

（２）塩基数及び塩基配列と制限酵素による切断地図に関する事項 

AchGOX 遺伝子及び pyrG 遺伝子の塩基数、塩基配列及び制限酵素によ

る切断地図は明らかになっている（参照 27）。 
 
（３）挿入遺伝子の機能に関する事項 

AchGOX 遺伝子が発現する AcGO は、β-D-グルコースを D-グルコノ-
1,5-ラクトンへ酸化するほか、マルトース、マルトオリゴ糖、ガラクトー

ス等に作用する酵素である。pyrG 遺伝子が発現するオロチジン-5’-リン
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酸デカルボキシラーゼは、オロチジン-5’-一リン酸をウリジン一リン酸に

変換する脱炭酸酵素である。 
① 挿入遺伝子の供与体のアレルギー誘発性に関する知見 

AchGOX 遺伝子の供与体である Acr. chrysogenum NBRC30055 株に

ついて、アレルギー誘発性の可能性を調べるために文献検索を行った結

果、アレルギー誘発性を示唆する報告はなかった。 
pyrG 遺伝子の供与体である A. oryzae KBN616 株については、A. 

oryzae 由来のα-アミラーゼに関する情報として、その経口摂取による

感作成立やアレルギー症状を惹起する可能性を示唆する報告があるが、

本菌株は醤油製造用麹菌として安全に用いられており、アレルギー誘発

性を有する可能性は低いと考えられる。 
 

② 遺伝子産物のアレルギー誘発性に関する知見 
Acr. chrysogenum 由来のグルコースオキシダーゼ及び A. oryzae 由

来のオロチジン-5’-リン酸デカルボキシラーゼについて、アレルギー誘

発性の可能性を調べるために文献検索 bを行った結果、いずれもアレル

ギー誘発性を示唆する報告はなかった。 
 
③ 遺伝子産物と既知のアレルゲンとの構造相同性に関する事項 

AcGO 及びオロチジン-5’-リン酸デカルボキシラーゼと既知のアレル

ゲンとの構造相同性の有無を確認するために、アレルゲンデータベー

ス aを用いて相同性検索を行った結果、連続する 80 アミノ酸配列で 35%
以上の相同性を示す既知のアレルゲン及び連続する 8アミノ酸配列が一

致する既知のアレルゲンは見いだされなかった（参照 28）。 
 

④ 遺伝子産物の有害タンパク質との構造相同性に関する知見 
AcGO 及びオロチジン-5’-リン酸デカルボキシラーゼと既知の毒性タ

ンパク質との相同性の有無を確認するために、データベース cを用いて

検索を行った結果、両者とも既知の毒性タンパク質との相同性は認めら

れなかった（参照 29）。 
 

⑤ 遺伝子産物の物理化学的処理に対する感受性に関する知見 
ａ．人工胃液に対する感受性 

AcGO の人工胃液中での消化性について確認するために、SDS-
                                                   
b データベース：PubMed 
c MvirDB（検索日：2017 年 1 月 31 日） 
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PAGE 分析及びウェスタンブロット分析（参照 30）を行った結果、

試験開始後 0.5 分以内に分解されることが確認された（参照 31）。 
ｂ．人工腸液に対する感受性 

AcGO の人工腸液中での消化性について確認するために、SDS-
PAGE 分析及びウェスタンブロット分析（参照 30）を行った結果、

試験開始後 60 分でも分解されないことが確認された（参照 32）。 
ｃ．加熱処理に対する感受性 

AcGO の加熱処理に対する感受性について確認するために、本添加

物の使用時の加熱条件（70℃・30 分及び 100℃・10 分）で処理した

後、人工胃液及び人工腸液での消化性を SDS-PAGE 分析及びウェス

タンブロット分析を用いて確認した。その結果、AcGO の加熱後の人

工胃液処理では、SDS-PAGE 分析及びウェスタンブロット分析とも

に、試験開始後 0.5 分以内に分解されることが確認された。AcGO の

加熱後の人工腸液処理では、SDS-PAGE 分析で試験開始後 0.5 分以

内に分解された。ウェスタンブロット分析では試験開始後 60 分でも

薄いバンドが検出されたが、加熱処理されることで AcGO は人工腸

液により分解されやすくなることが確認された（参照 33）。 
 

以上のことから総合的に判断し、AcGO はアレルギー誘発性を有する可

能性は低いと考えられた。 
 

３．挿入遺伝子及び抗生物質耐性マーカー遺伝子の発現に関わる領域に関す

る事項  
 （１）プロモーターに関する事項 

AchGOX 遺伝子のプロモーターは、A. oryzae JCM02239 株由来の

TAKA アミラーゼ A 遺伝子の改変プロモーターである（参照 34）。 
 
（２）ターミネーターに関する事項 

AchGOX 遺伝子のターミネーターは、A. oryzae BB-56 株由来のグル

コースデヒドロゲナーゼ遺伝子のターミネーターである（参照 35）。 
 
（３）その他、挿入遺伝子の発現制御に関わる塩基配列を組み込んだ場合には、

その由来、性質等が明らかであること 
該当する塩基配列はない。 
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４．ベクターへの挿入 DNA の組み込み方法に関する事項 
プラスミド pUC19 に pyrG 遺伝子等を挿入することにより中間プラスミ

ドを作製し、これより得られた DNA 断片に AchGOX 遺伝子を連結させる

ことにより、遺伝子導入用ベクターpCSAchGOX を作製した（参照 36）。 
 

５．構築された発現ベクターに関する事項 
（１）塩基数及び塩基配列と制限酵素による切断地図に関する事項 

挿入 DNA 断片の塩基数、塩基配列及び制限酵素による切断地図は明ら

かになっている（参照 27）。 
 
（２）原則として、最終的に構築された発現ベクターには、目的以外のタンパ

ク質を組換え体内で発現するオープンリーディングフレームが含まれてい

ないこと 
挿入 DNA 断片の全塩基配列について、目的以外のオープンリーディン

グフレーム（ORF）の有無を調べた結果、6 つの読み枠において終止コド

ンから終止コドンで終結する連続する 30 アミノ酸以上の ORF が合計 81
個見いだされた。 
これらの ORF と既知のアレルゲンとの相同性の有無を確認するために、

アレルゲンデータベース aを用いて相同性検索を行った結果、80 アミノ酸

残基で 35％以上及び連続した 8 アミノ酸配列が完全に一致する既知のア

レルゲンは認められなかった。また、Motif-based method による検索に

おいても、相同性を示す既知のアレルゲンは認められなかった。 
さらに、これらの ORF と既知の毒性タンパク質との相同性の有無を確

認するために、タンパク質データベース bを用いて検索を行った結果、相

同性を示す既知のタンパク質は認められなかった（参照 37）。 
 
（３）宿主に対して用いる導入方法において、意図する挿入領域が発現ベクタ

ー上で明らかであること 
意図する挿入領域は、プロモーター、AchGOX 遺伝子、ターミネーター

及び pyrG 遺伝子が連結された直鎖状 DNA 断片である。 
 
（４）導入しようとする発現ベクターは、目的外の遺伝子の混入がないよう純

化されていること 
挿入 DNA 断片は、電気泳動により単離・純化されている。 
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６．DNA の宿主への導入方法に関する事項 

挿入 DNA 断片をプロトプラスト法により宿主ゲノムに導入し、ウリジン

要求性が消失した株をマーカーとして選抜後、胞子 PCR にて挿入 DNA を

確認し、最も高いグルコースオキシダーゼ生産性を示す株を GOOX-1 株と

した（参照 13）。 
 

７．抗生物質耐性マーカー遺伝子の安全性に関する事項 
挿入 DNA 断片に抗生物質耐性遺伝子は含まれていない。 

 
第５．組換え体に関する事項 

１．宿主との差異に関する事項 
GOOX-1 株は、AchGOX 遺伝子の導入により AcGO の生産能を有してい

る点に加え、pyrG 遺伝子の導入によりウリジン非要求性となっている点で

宿主と異なる。 
 
２．遺伝子導入に関する事項 
（１）制限酵素による切断地図に関する事項 

挿入 DNA 断片の宿主ゲノム上の導入位置及びコピー数を調べるため

に、GOOX-1 株のゲノムドラフト解析、サザンブロット分析及びドット

ブロット分析を行った結果、染色体１箇所に複数コピー導入されている

ことが確認された（参照 38～40）。 
 
（２）オープンリーディングフレームの有無並びにその転写及び発現の可能性

に関する事項 

挿入 DNA 断片と宿主ゲノムとの接合部位に新たに生じる ORF の有無

を調べるために、挿入 DNA の 5’近傍配列を含む領域及び 3’近傍配列を

含む領域（それぞれ宿主ゲノム領域の 1,000 bp を含む。）における ORF
検索を行った。その結果、6 つの読み枠において終止コドンから終止コド

ンで終結する連続する 30 アミノ酸以上の ORF が 4 個検出された。 
これらの ORF と既知のアレルゲンとの相同性の有無を確認するため

に、アレルゲンデータベース aを用いて相同性検索を行った結果、80 アミ

ノ酸残基で 35％以上及び連続した 8 アミノ酸配列が完全に一致する既知

のアレルゲンは認められなかった。また、Motif-based method による検

索においても、相同性を示す既知のアレルゲンは認められなかった。 
さらに、これらの ORF と既知の毒性タンパク質との相同性の有無を確

認するためにデータベース bを用いて検索を行った結果、相同性を示す既



 

15 

知のタンパク質は認められなかった（参照 37）。 
 
第６．組換え体以外の製造原料及び製造器材に関する事項 

１．添加物の製造原料又は製造器材としての使用実績があること 
AcGO の製造原料及び製造器材は、長年安全に食品用酵素の製造に用いら

れたものを使用している。 
 

２．添加物の製造原料又は製造器材としての安全性について知見が得られて

いること 
AcGO の製造原料及び製造器材は、上記のとおり安全に使用されてきた実

績を有することから、有害性はないと考えられる。 
 
第７．遺伝子組換え添加物に関する事項 
１．諸外国における認可、食用等に関する事項 

AcGO は、海外で販売及び使用されていない。 
 

２．組換え体の残存に関する事項 
AcGO の生産菌の残存の有無を確認するため、培養試験を行った結果、生

産菌は確認されなかった。また、AcGO 製剤中の導入 DNA 断片の混入を確

認するため、ドットブロット分析を行った結果、DNA は検出されなかった

（参照 41）。 
 

３．製造に由来する非有効成分の安全性に関する事項 
AcGO の純度試験分析値は、JECFA の食品用酵素の規格値に適合してい

る（参照 42、43）。また、マイコトキシン類（アフラトキシン B1、B2、G1、
G2、コウジ酸、シクロピアゾン酸及び3-ニトロプロピオン酸）の分析を行っ

た結果、いずれも定量限界又は検出限界未満であった（参照 44）。 
 

４．精製方法及びその効果に関する事項 
AcGO 製剤は、培養物の固液分離、除菌ろ過等の精製工程を経ることで得

られる。これらの工程において、安全性に問題のある物質が混入することは

考えにくい。 
 

５．含有量の変動により有害性が示唆される常成分の変動に関する事項 
AcGO において、含有量の変動により有害性が示唆される常成分は知ら

れていない。 
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第８．第２から第７までの事項により安全性の知見が得られていない場合に必

要な事項 
第２から第７までの事項により、安全性の知見は得られている。 

 
Ⅲ．食品健康影響評価結果 

「GOOX-1株を利用して生産されたグルコースオキシダーゼ」については、

「遺伝子組換え微生物を利用して製造された添加物の安全性評価基準」（平成

16 年 3 月 25 日食品安全委員会決定）に基づき評価した結果、ヒトの健康を損

なうおそれはないと判断した。  
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